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名称：「ウェブページ閲覧方法」事件 

特許権侵害に基づく不当利得返還等請求事件 

東京地方裁判所：平成２９年（ワ）第２４９４２号 判決日：令和３年１月２０日 

判決：請求認容 

特許法７０条、１０２条 

キーワード：特許権侵害訴訟、ソフトウェア、文言解釈 

判決文：https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/338/090338_hanrei.pdf 
 

［概要］ 

 特許出願日当時の接続方法であっても、出願後の接続技術であっても、ＩＰアドレスとア

クセスポイントに対応する地域とを対応付ける前提が同一であるので、本件発明の技術思想

が当てはまり、被告サービスが技術的範囲に属するとして、特許権者である原告の被告に対

する不当利得返還等請求が認容された事例。 

 

［事件の経緯］ 

 原告は、特許第３２５４４２２号の特許権者である。 

 原告は、被告の運営するウェブサイトの地域ターゲティング広告等のサービスが原告の特

許権を侵害すると主張して、民法７０９条、特許法１０２条３項に基づく損害賠償請求又は

民法７０３条、７０４条に基づく不当利得返還請求の一部を請求した。 

 裁判所は、特許権の侵害を認め、原告の請求を認容した。 

 

［本件発明］ 

（本件発明１；請求項１）※下線は補正部分を示す。 

１Ａ 通信ネットワークを介して、ウェブ情報をユーザ端末に提供するウェブ情報提供方法

において、 

１Ｂ１ ユーザ端末に接続されたアクセスポイントが該ユーザ端末に割り当てた前記アクセ

スポイントのＩＰアドレス、およびＩＰアドレスとアクセスポイントに対応する地域とが対

応したＩＰアドレス対地域データベースを用いて、 

１Ｂ２ 前記ユーザ端末に割り当てられたＩＰアドレスを所有するアクセスポイントが属す

る地域を判別する第１の判別ステップと、 

１Ｃ 前記判別された地域に基づいて、該地域に対応したウェブ情報を選択する第１の選択

ステップと、 

１Ｄ 前記選択されたウェブ情報を、前記ＩＰアドレスが割り当てられたユーザ端末に送信

する送信ステップと、 

１Ｅ を有したことを特徴とするウェブ情報提供方法。 

 

［被告の行為］ 

ア 地域ターゲティング広告 

・「Yahoo! JAPAN」や、他の提携ウェブサイトにおいて、広告を表示するサービス「Yahoo!

プロモーション広告」 

イ 天気予報 

 被告は、被告ウェブサイトのトップページ等において、ウェブページ閲覧ユーザの発信地

域に応じた天気予報の情報を掲出 

ウ 被告の地域ターゲティング広告及び天気予報をユーザのパーソナルコンピュータに提供

する装置 

 ア、イ、ウにおいて、少なくともＩＳＰ（インターネットサービスプロバイダ）のサーバ

がユーザＰＣ等に割り当てたＩＰアドレスを用いて、被告ウェブサーバにアクセスしてきた

ユーザの地域を判別し、判別した地域に基づいて当該地域に対応した地域ターゲティング広

告又は天気予報を選択して、地域によって異なる地域ターゲティング広告又は天気予報をユ
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ーザＰＣ等に送信するという作用により、同一ＵＲＬにおいてもユーザの発信地域ごとに異

なる広告又は天気予報を送信することができる。 

 

［争点］（ここでは、争点１、争点２－１のみを紹介） 

（１）被告方法等が「ＩＰアドレスとアクセスポイントに対応する地域とが対応したＩＰア

ドレス対地域データベース」を用いて、「ＩＰアドレスを所有するアクセスポイントが属す

る地域を判別」しているか否か（争点１） 

（２）本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか（争点２） 

 ア 甲１４の１文献に基づく新規性又は進歩性の欠如（争点２－１） 

 イ サポート要件違反、実施可能要件違反又は補正要件違反（争点２－２） 

 ウ 明確性要件違反（争点２－３） 

（３）原告の損害額（損失額）（争点３） 

 

［裁判所の判断］ 

『２ 争点１（被告方法等が「ＩＰアドレスとアクセスポイントに対応する地域とが対応し

たＩＰアドレス対地域データベース」を用いて、「ＩＰアドレスを所有するアクセスポイン

トが属する地域を判別」しているか否か）について 

（１）構成要件１Ｂ１等及び１Ｂ２等の「アクセスポイントに対応する地域」等の意義 

・・・（略）・・・ 

 ここにいう「アクセスポイントに対応する地域」等の意義について、原告は、「ＩＰアド

レスを割り当てるＩＳＰが利用している物理的回線網の敷設範囲に相当する地域」をいうと

主張するのに対し、被告は、これは「アクセスポイントの設置場所」を意味すると主張す

る。 

イ そこで、この点について検討するに、特許請求の範囲の請求項１及び６の記載によれ

ば、アクセスポイントとは、そこに接続されたユーザ端末に、所有するＩＰアドレスを割り

当てるものと解すべきところ（構成要件１Ｂ１等及び１Ｂ２等）、本件明細書等には、従来

の技術として、「・・・（略）・・・」（段落【０００５】）と記載され、上記各段落と同様の

記載は、本件各発明の実施例に関する段落【００２７】及び【００２８】にもあることから

すると、本件各発明における「アクセスポイント」は、複数のＩＰアドレスを所持し、その

うちの一つを接続され認証されたユーザ端末に対して割り当てる装置であると認められる。 

 その上で、本件明細書等の【図１】には、「アクセスポイント」が東京、大宮、福岡とい

った地域ごとに存在し、各アクセスポイントにはそれが存在する地域と同じ地域に所在する

ユーザ端末が接続されることが示されており、また、「ＩＰアドレスと地域とが一対一に対

応した例としてのデータベース」（段落【００３４】）の例として示されている【図５】に

は、個別のＩＰアドレスに北海道札幌市、埼玉県大宮市、同県川口市、福岡県福岡市のうち

の一つの地域がそれぞれ対応し、このうち、「202.224.36.35」～「202.224.36.37」までの

連続した三つのＩＰアドレスはいずれも対応する地域が同一の県（埼玉県）であることが示

されている。 

 以上によれば、本件各発明は、①各地域に存在するアクセスポイントが一定の地域範囲を

カバーすること、②当該アクセスポイントは一定の範囲の連続するＩＰアドレスを所持して

いること、③アクセスポイントに接続するユーザ端末は、同端末が存在する地域と同一地域

内にあるアクセスポイントに接続することが一般的であること、④アクセスポイントは、接

続されたユーザ端末に、所有するＩＰアドレスを一つ割り当てることを前提とした上で、こ

れらを踏まえるとＩＰアドレスと「アクセスポイントに対応する地域」等を対応付けること

が可能となることに着目し、「ＩＰアドレスとアクセスポイントに対応する地域とが対応し

たＩＰアドレス対地域データベース」を用いて、ユーザの発信地域を判別する（段落【００

４５】）ものであると認められる。 

 そうすると、構成要件１Ｂ１等にいう「アクセスポイントに対応する地域」等とは、「Ｉ

Ｐアドレスを割り当てるアクセスポイントが利用している物理的回線網等の敷設範囲に相当
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する地域」を意味するものと解される。』 

『（ア） 被告は、本件特許出願日当時の技術常識に基づけば、本件各発明はダイヤルアッ

プ接続を前提とするものであるところダイヤルアップ接続するユーザは、料金の多寡や繋ぎ

やすさを考慮して、遠隔地のアクセスポイントに接続するような場合も相当数に上るため、

「アクセスポイントに対応する地域」等をアクセスポイントに接続するユーザのいる地域と

解することはできないと主張する。 

 しかし、・・・（略）・・・また、「知っておきたいソフトウエア特許活用事例」と題する文

献（甲３・７頁）にも、「ダイヤルアップ時代も今も、ほとんどのユーザは自宅と同じ市内

にある（又はそれに準じる近所にある）アクセスポイントを経由するのが普通である」との

記載が存在する。これによれば、ダイヤルアップ接続の場合においても、ユーザは、ユーザ

端末の所在地の最寄りのアクセスポイントにアクセスすることが通常であると認められ

る。』 

『（イ） 被告は、本件特許出願日当時の接続方法はダイヤルアップ接続であり、原告のい

うＮＴＴ東西の「地域ＩＰ網」が現れたのはその後であるから、原告の解釈は本件特許出願

後の技術を本件特許の構成要件の解釈に読み込もうとするものであると主張する。 

 しかし、本件特許出願日当時におけるダイヤルアップ接続であろうと、ＮＴＴ東西の設立

後のＩＰ網等であろうと、ユーザ端末が同端末の存在する地域と同一地域内にあるアクセス

ポイントに接続し、当該アクセスポイントがその所持する一定の範囲のＩＰアドレスの一つ

を割り当てるという前提は同一であり、これにより、いずれの方式によっても、ＩＰアドレ

スと「アクセスポイントに対応する地域」等とを対応付けることが可能となるのであるか

ら、ダイヤルアップ接続であろうが常時接続であろうが変わることなく本件各発明の技術思

想は当てはまるというべきである。したがって、本件特許の出願日後に設置されたＮＴＴ東

西の「地域ＩＰ網」等を利用した装置又は方法が本件各発明の技術的範囲に入らないとの被

告の上記主張は理由がない。』 

『（３） 被告方法等の構成１ｂ１’等及び２ｂ１’等の構成要件充足性 

イ 被告は、被告方法等について、●省略●ＩＰアドレスとアクセスポイントに対応する地

域とが一対一で対応するデータベースを用いてアクセスポイントに対応する地域等を判別す

るものではないので、構成要件１Ｂ１等及び１Ｂ２等を充足しないと主張する。 

 しかし、前記のとおり、被告は、●省略●が認められる。ＩＰアドレスは、郵便番号や電

話番号の市外局番と異なり、その番号自体が地域と直接示すものではないことに照らすと、

●省略●ＩＰアドレスと「アクセスポイントに対応する地域」等とを対応付けることが可能

であり、更に、ユーザ端末は、同端末が存在する地域と同一地域内にあるアクセスポイント

に接続することが一般的であることから、アクセスポイントに対応する地域からユーザの発

信地域を推定することが可能となるという本件各発明と同様の技術思想を利用しているから

であると推認するのが相当である。』 

『３ 争点２－１（甲１４の１文献に基づく新規性又は進歩性の欠如）について 

・・・（略）・・・ 

（ア） 本件発明１は、「ＩＰアドレスとアクセスポイントに対応する地域とが対応したＩ

Ｐアドレス対地域データベース」を用いて、前記ユーザ端末に割り当てられた「ＩＰアドレ

スを所有するアクセスポイントが属する地域」を判別するものである。 

 これに対し、甲１４の１発明は、ドメイン名の接尾語が国名の略記号であることや、ｗｈ

ｏｉｓデータベースが、ドメイン、ホスト、ネットワーク、郵便アドレスその他のインター

ネット管理者に関する情報を含んでいることに着目し、ＩＰアドレスをドメイン登録者の住

所等の緯度及び経度と関連付けるものであり、甲１４の１文献には「アクセスポイント」と

いう用語すら用いられておらず、「ＩＰアドレス」と「アクセスポイントに対応する地域」

を対応付けるとの技術思想も現れていない。 

 また、本件発明１と甲１４の１発明は、本件発明１において判別されるのが一定の広がり

を持った「地域」であるのに対し、甲１４の１発明の「地理的位置」が緯度及び経度により

特定される一地点を指すものと解される点においても異なっている。 
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 そうすると、本件発明１の上記データベースと、甲１４の１発明の「ＩＰアドレスと地理

的位置とが対応したＩＰアドレス対地理的位置データベース」とは実質的に相違するという

べきである。』 

『（ア） 上記アによれば、乙１文献には、現実世界のエンティティ（人、自動車、家な

ど）をインターネット上で識別するため、エージェントを介して、ＧＰＳ位置情報等を使用

するなどしてエンティティの地理的位置情報を収集し、これをデータベースに登録すること

により、インターネット上の識別子であるＩＰアドレスとエンティティの地理的位置情報と

対応付けるシステムが開示されているものと認められるが、同文献には、「アクセスポイン

トに対応する地域」等をＩＰアドレスと対応付けることや、「ＩＰアドレスとアクセスポイ

ントに対応する地域とが対応したＩＰアドレス対地域データベース」を作成することにより

エンティティの位置を判別することについては、開示も示唆もされていない。 

・・・（略）・・・ 

 しかし、乙１発明における地理的位置情報は、ＧＰＳを使用するなどしてエンティティの

位置を直接特定するものであって、本件各発明のように、一定の範囲をカバーするアクセス

ポイントが一塊の連続するＩＰアドレスを所持していることに着想し、ＩＰアドレスと「ア

クセスポイントに対応する地域」等を対応付けることにより地域を判別するものではないの

で、乙１文献に「ＩＰアドレスとアクセスポイントに対応する地域とが対応したＩＰアドレ

ス対地域データベース」の発明が開示されているということはできない。』 

 

［コメント］ 

 充足論について、アクセスポイントのＩＰアドレスとそれに対応する地域とが対応したデ

ータベースを用いるので、比較的広い範囲の権利が押さえられていると考える。ネットワー

クのＯＳＩ参照モデルでいえば、第３層のネットワークのＩＰと地域が紐づいていれば権利

範囲内となると考えられる。ＯＳＩ参照モデルは、異機種間での通信を実現するためのネッ

トワークの設計方針であり、上位層が合致すれば、通信が実現可能となる。一方、被告の主

張は、ＯＳＩ参照モデルでいえば、第１層（物理層）又は第２層（データリンク層）が異な

るので、権利範囲外と主張しているように見受けられるが、第３層が共通していれば通信が

成立するために、理由がないと考えられる。 

 無効論について、甲１４の１は、ドメイン名（国）とＩＰアドレスと管理者の住所の対応

付けを開示し、乙１は、ＩＰアドレスとＧＰＳによる経度緯度情報の対応付けを開示するの

みで、本件発明の特徴が開示されていると判断するのは、難しいと考える。 

 よって、充足論及び無効論について、裁判所の判断は妥当と考える。 

 なお、本判決の一カ月後に第２回目の無効審判が請求されており、継続中である。 

 

以上 

 

（担当弁理士：坪内 哲也） 


